
○目的
飼料価格の高騰で大きな影響を受けてい
る畜産農家の皆様の安定的な事業の継続
を緊急的に支援します。

○補助上限額

○対 象 者

市内の畜産農家（個人・法人）
※現に営農されている方を対象にします。

１農家につき 500万円

【全員提出】
①補助金交付申請書 ②口座振替申出書 ③通帳のコピー
【新規就農者のみ追加提出】
④令和７年２月１日以降に経営開始したことが確認できる書類
⑤現在の飼養頭羽数が確認できる書類

■ブロイラー
■種鶏
■採卵鶏
⇒ 60円／羽

令和７年２月１日現在「山口県畜産調査」の家畜飼養頭羽数に基づき交付いたします。
※新規就農者については、本交付申請時点の飼養頭羽数（証拠書類の提出をお願いします）

※養鶏業に限ります

＜補助金の交付額＞

■肥育豚
⇒ 800円／頭

農林水産課 農業振興班 TEL ０８３７－２３－１１４０
三隅支所 農業振興担当 TEL ０８３７－４３－００８０
日置支所 農業振興担当 TEL ０８３７－３７－２１８２
油谷支所 農業振興担当 TEL ０８３７－３２－１１９８

畜産農家のみなさまへ

飼料等高騰対策畜産経営緊急支援事業補助金

■繁殖牛
⇒10,000円／頭

■肥育牛
⇒ 14,000円／頭

※子豚は対象外

○提出書類

○申請期限 令和８年２月１６日(月)

○提出先・相談窓口

令和８年１月２２日


